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令和2年度 第1回 

江戸川区子ども・子育て応援会議 

議 事 要 旨 

 

日  時   令和2年11月2日（月） 午後14時00分から 

場  所   グリーンパレス 孔雀 

 

次 第 

 

１ 開 会 

  子ども家庭部長 挨拶 

  自己紹介 

 

 

２ 議 事 

(1) 委員長、副委員長の選任について  

(2) 子どもの権利条例の制定について  

(3) 利用定員の設定について 

 

 

３ 報告事項 

(1) 待機児童の現状について  

(2) 児童相談所開設後の現状について   

 (3) 児童福祉審議会について  

 

 

４ 閉 会 

 

 

事務局：子ども家庭部子育て支援課 
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所属機関・役職名 氏名 備考

1  玉川大学学術研究所　高等教育開発センター教授 笹井　宏益

2  江戸川区私立幼稚園協会会長 米倉　弘喜 欠席

3  江戸川区認可私立保育園園長会会長 秋山　秀阿

4  江戸川区立小学校長会会長 山下　靖雄

5  江戸川区立中学校長会会長 茅原　直樹

6  江戸川区保育ママの会代表 清家　君枝 欠席

7  江戸川区認証保育所連絡会共同代表 須永　尚子

8  江戸川区青少年育成地区委員長会会長 田中　稔家

9  江戸川区青少年委員会会長 川島　英夫

10  青少年育成アドバイザー東京会会長 山本　又三

11  江戸川区私立幼稚園協会PTA連合会会長 　青木　香保里

12  江戸川区認可私立保育園保護者連絡協議会理事長 尾﨑　泰子

13  江戸川区立小学校PTA連合協議会会長 田中　寿士

14  江戸川区立中学校PTA連合協議会会長 権田　昭二 欠席

15  江戸川区認証保育所利用者代表 山中　紀子 欠席

16  東京商工会議所江戸川支部会長 森本　勝也

17  連合江戸川地区協議会 宇賀神　由美子 欠席

18  民生・児童委員協議会 淺田　和夫

19  江戸川区医師会理事 千葉　友幸 欠席

20  江戸川区歯科医師会副会長 川野　浩一

21  公募区民 小川　昭子

22  公募区民 髙橋　真優子 欠席

23  公募区民 武田　茜

24  区議会議員（福祉健康委員会委員長） 所　隆宏

25  区議会議員（福祉健康委員会副委員長） 野﨑　信

26  健 康 部 長 天沼　浩

27  教育委員会事務局教育推進課長 飯田　常雄
代理出席：下重　雅史
（教育推進課すくすくスクール係主査）

28  児童相談所長 上川　光治

29  子ども家庭部長 弓場　宏之

令和2年度　第1回　江戸川区子ども・子育て応援会議　委員名簿
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１ 開会 

（事 務 局） それでは、令和２年度第１回江戸川区子ども・子育て応援会議を開会いた

します。 

 新たな任期での最初の会議となりますので、委員長が就任するまで事務局

にて進行させていただきます。 

初めに、子ども・子育て応援会議が４月から条例設置になったことに伴い、

今年度より新たな任期で委嘱をさせていただいております。任期は２年とな

ります。委嘱状は机上にお配りしておりますので、御確認ください。 

 続いて、子ども家庭部長、弓場より挨拶をさせていただきます。 

（子ども家庭部長） 皆様、こんにちは。子ども家庭部長の弓場でございます。どうぞよろしく

お願いいたします。 

 本日は御多忙の中、御出席いただきましてありがとうございます。 

 この会議は、子どもの健やかな成長あるいは子育てを支える地域社会の実

現を目指して、幅広い観点から皆様方に様々な御提案と御検討をいただく会

議でございます。平成21年度から始まっておりまして、これまでも非常に多

くの案件について御議論いただいております。改めまして、皆様方に感謝申

し上げます。 

 さて、後ほど御報告をさせていただきますが、本年度４月から江戸川区で

は児童相談所を開設しております。日々の報道の中で、子どもたちに関わる

ような事件を見ておりまして、地域社会が関わることの重要さをしみじみと

感じております。 

 昨年の11月に生後間もない女の赤ちゃんの遺体が都内の公園で見つかった

事件で23歳の母親が死体遺棄の容疑で逮捕されたというニュースが今朝流れ

ておりました。事件の詳細はこれから捜査の中で明らかになっていくと思わ

れますが、こういった事件が起こらないために、地域社会や行政が何かでき

ることはなかったのかと非常に考えさせられます。 

 さて、社会状況に目を向けますと、少子化がなかなか好転、解決の糸口が

見つからない状況でございます。本区におきましても、確実に年少人口は減

っており、こういう状況の中でこれから社会制度をどのように作っていくか、

あるいは少子化している中で子どもたちの健全な育成をサポートしていくか

というようなことが課題になるところでございます。 

 子どもが減る一方で、待機児童の課題も抱えており、なかなか解消に苦慮

しているところですが、いずれにいたしましても、課題が山積みという状況

の中で、今後とも皆様方からの様々な御意見や御協力をいただきながら進め

ていきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

（事 務 局） 本日は新たな任期での最初の会議となりますので、委員の皆様より自己紹

介をお願いいたします。御着席のままで結構ですので、御所属、お名前と併

せて一言お願いいたします。 
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（自己紹介） 

 

２ 議事 

（１）委員長、副委員長の選任について 

（事 務 局） それでは、委員長、副委員長の選任に入らせていただきます。 

 委員長は、条例に基づき委員の互選により選出することとなりますので、

委員の皆様で御相談の上、御選出いただきたいと思いますが、いかがでしょ

うか。 

（子ども家庭部長） 推薦をさせていただきたいのですが、昨年に引き続きまして、委員長は笹

井委員、副委員長は田中（稔）委員にお願いしたいと存じますが、いかがで

しょうか。 

（拍手） 

（事 務 局） 皆様、ありがとうございます。それでは、委員長は笹井委員、副委員長は

田中（稔）委員に務めていただきます。 

改めまして、御挨拶をお願いいたします。 

（笹井委員長） 笹井です。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 子育て支援や子どもの豊かな成長というのは、行政だけが頑張っても駄目

で、保護者だけが頑張っても駄目で、様々な教育機関の先生方や校長先生だ

けが頑張っても駄目で、やはり全員が一丸となって対応していかないと、よ

り良い子どもの成長は実現できないと思っております。この会がまとまる中

核となればと思いますので、ぜひ皆様の御協力をお願いいたします。 

（田中（稔）副委員長） 子どもの成長の中で見ますと、勉強する、いろいろなものを覚えていくに

は学校が非常に大きな役割を果たしています。また、子どもが育っていく上

で、仲間同士、地域の中で活動するということがどうしても必要だろうと思

います。それが今、できていないというのは非常に悲しいことです。少しで

もその中で子どもたちが、今、経験しなくてはいけないようなことを考えな

がら、コロナがいなくなったとき、すぐ発揮できるような準備をしていきた

いなと思っております。皆様のお知恵をお借りできればと思っております。

よろしくお願いいたします。 

（事 務 局） ありがとうございます。 

 では、この後は笹井委員長に進行をお願いいたします。 

（笹井委員長） それでは、私のほうで進行させていただきます。議事次第に沿って進めさ

せていただきます。 

 

（２）子どもの権利条例の制定について 

（笹井委員長） 議事の２（２）になります。子どもの権利条例の制定について、事務局か

ら御説明をいただきたいと思います。 

（事 務 局） それでは、資料１－１、１－２を順番に説明させていただきます。 
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 江戸川区では、子ども・子育ての取組をさらに前進させていくために、現

在、「江戸川区子どもの権利条例」の制定について作業を進めております。

児童相談所が開設してちょうど半年経ちましたが、これがあれば全て子ども

が守れるということではありません。また、子どもは生まれたときから権利

の主体として、その権利が大切に守られることを子ども自身が理解し、それ

を地域の共通認識とすることが大切だと考えております。この取組を進める

ために「子どもの権利条例」を制定し、子どもの最善の利益が図られるまち

を目指していこうというものでございます。 

 条例の概要でございますけれども、今回は素案という形でお示しさせてい

ただいております。特徴として、子どもにも理解できるような内容になって

おります。小学校６年生程度の語彙、表現としたところが大きな特徴であり

ます。子どもの権利に対する本区の基本的な考えを示す理念条例としており

ます。 

 ３番の「条例制定プロセスにおける子どもからの意見聴取」について、こ

れまでこの素案を基に様々な形でヒアリング等を行ってまいりました。小学

生、中高生を対象としたワークショップの開催、また、外国人、不登校児童、

障害児、ＬＧＢＴなど、様々な子どもたちへのヒアリングもこれまで実施し

てきているところです。 

 それでは、資料１－２を御覧ください。今回の素案ですが、前文をつけさ

せていただきました。前文のみ読ませていただきます。 

 子どもは、生まれたときから人種や性別、障害のあるなしにかかわらず、

一人の人間として大切にされるかけがえのない存在です。一人ひとりが様々

な個性や能力を持ち、誰もが大きな夢を抱き、未来への可能性が開かれてい

ます。全ての子どもは保護者や多くの大人の愛情の下で安心して育ち、暮ら

すことができます。そのために、大人はお互いに力を合わせ、子ども自身が

成長する力を認めるだけでなく、子どもの思いや願いをしっかりと受け止め、

一緒に考え、子どもの育ちを支えていきます。 

 子どもは、様々な活動の場に参加し、感じたことや考えたことを自由に伝

え、発表することができます。子どもは、自分の思いや考えを表し、周りの

人に認められ、多くの人たちと信じ合うことで一人の人間としての責任感が

芽生え、地域社会を作る一員となることができます。一人ひとりの子どもが

大切にされ、お互いの思いやりや考えが尊重され、誰もが認められる権利を

大切にし合うまちは、全ての人にとって夢や希望にあふれるまちになります。 

 江戸川区は、児童の権利に関する条約の基本となる考えをもとに、全ての

区民が力を合わせ、まち全体で子どもの育ちを支え、全ての子どもにとって

最もよいことが実現できるまちづくりを進めることを宣言し、この条例を定

めます。 

 第１条は、「目的」でございます。 
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 第２条は、「言葉の意味」でございます。 

 第３条は、「大切な権利」でございます。 

第４条は、「おとなと江戸川区の役割」を定めさせていただいております。 

 第５条は「連携」でございます。 

 第６条は、「権利が守られない状態からの回復」でございます。 

 第７条は、「家庭における権利を大切に守っていくこととそのための支

援」を定めさせていただいております。 

 第８条は、「地域における権利を大切に守っていくこととそのための支

援」を定めさせていただいております。 

 第９条は、「育ち学ぶ施設における権利を大切に守っていくこととそのた

めの支援」を定めさせていただいております。 

 第10条では、「子どもの権利を広く伝え、知ってもらうこと」を定めさせ

ていただいております。 

 第11条は、「委任」になります。 

 事務局からの説明は以上でございます。 

（笹井委員長） ありがとうございました。 

 ただいまの御説明につきまして、御質問、御意見等々ございましたら、い

ただければと思います。どなたからでも結構ですので、どうぞよろしくお願

いいたします。 

（野 﨑 委 員） 子どもたちがこの権利条約を見たときに、役所にもっと頼っていいんだよ

というような表現があってもいいのかなと思います。ただ、その前に大事な

ことは、自分たちが自立できるようにということで、憲法26条で保障されて

いる義務教育の範囲の中で、親がしっかりと保護、教育をしていくというこ

とが前提にある場合と考えられます。ですので、地域で守っていくというこ

とはすごく大事なことですけれども、子どもたちが自立できるような表現が

あったらいいなと感じましたが、その辺のところはいかがでしょうか。 

（事 務 局） ありがとうございます。 

 おっしゃるように、子どもたちは自分たちが社会の一員として努力してい

くということもしっかり視点に入れていきながら、少し内容について加筆す

るところがあれば検討させていただきたいと思っているところであります。 

（茅 原 委 員） 第７条でございますが、「家庭における権利を大切に思っていることとそ

のための支援」というのは、家庭における子どもの権利ということではない

のでしょうか。「保護者は子どもの権利を大切に守っていくために必要な支

援を受ける」というのは、保護者が主体ということで考えてよろしいのでし

ょうか。 

（事 務 局） おっしゃるとおりでございます。そのように考えております。 

（茅 原 委 員） 家庭における権利というのは、家庭における子どもの権利ではないという

ことですか。 
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（事 務 局） 第７条で規定しておりますのは、子どもの家庭における権利を守ってい

くというための条項でございます。 

（茅 原 委 員） 私が誤解しているのかもしれませんが、子どもが家庭の中でも守られると

いうことではなくて、家庭が子どもを守るために、その保護者が守られると

いうことですか。 

（事 務 局） 第７条の上のほうに小タイトルがございます。ここで付け加えていうと、

家庭における子どもの権利を大切に守っていくこととするための支援、先ほ

どの自己紹介の中でも児童虐待などの話がありました。残念ながら、家庭で

親から虐待等を受けているような事例もございます。そうならないために、

行政などからも児童相談所や保健所などから必要な支援を受けることができ

るといった内容を示させていただいたということでございます。 

（所 委 員） 第３条、「大切な権利」というところ、四つの権利がしっかりとうたわれ

ておりまして、すばらしいと思っております。 

 その下の３というところに、「子どもは自分の権利が大切にされるのと同

じように自分以外の人の権利を大切にします」という、自分が守られるだけ

ではなくて、自分も人を大事にしていくという内容が入っているところがす

ばらしいなと思っております。 

 あと、もう一点、江戸川区とか活動を支える人とか区民というところがあ

りますけれども、例えば、私の子どもが小さい頃に野球のチームに入ってい

まして、その当時は体罰とかそういったものも起きておりました。そういう

のが今、いろいろ問題になって、それぞれの野球団体からも、そういった考

え方について是正をしていこうということで良くはなってきておりますが、

そういった方たちにも改めてこういった条例が江戸川区でできることを知っ

ていただき、私たちもその中の当事者であることを再認識してもらえるよう

な仕方が必要であると感じております。 

（笹井委員長） ありがとうございました。 

 ほかにいかがでしょうか。どうぞ、御質問でも御意見でも構いませんので、

よろしくお願いします。 

（小 川 委 員） これは根本的に６年生の子どもが読むことが前提で書かれているというこ

とですよね。 

（事 務 局） 基本的には、多くの子どもたちに読んで学んでほしいという思いを込めて

おります。本来ですと、もう少し下の年齢も分かるように、どこまで下げら

れるかということで事務局も苦労したところでございますけれども、言葉の

意味を捉えますと、大体小学校高学年、６年生の子どもたちが分かるような

ものにしたということでございます。 

（小 川 委 員） 私は今、高校生、６年生、６歳の里子がおり、実子は30幾つと24歳とおり

まして、この文章を読んで子どもたちがどうリアクションするのかなと感じ

ました。我が家の場合、自立をすることがまず基本前提で、普通の家庭とは
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ちょっと違うことを、最初から前提に伝えて育てているつもりです。8歳と

いう年齢で手を離さなければいけないという決まりが現在あるものですから、

そこをゴールにして、その子に合った適性をどこまで引っ張り出せるかが個

人的に今、里親をしていて楽しいです。ただ、文章的に子どもたちがこれを

見て、１枚目にはリアクションするだろうと感じましたが、条例というとこ

ろだけの文章を見る限りでは、「言っている意味が分からない」ときっと言

うだろうなという主観がございます。小学６年生と高校生はそれぐらいのリ

アクションだろうという感覚で御検討いただければと思います。 

（笹井委員長） ありがとうございました。 

 子どもさんを含めて学校の先生や保護者、ＰＴＡの方やお医者さんや普通

のサラリーマンの方、この江戸川区で生活している人全員が読んでほしいと

いう思いで書かれたと思います。 

 当事者の子どもについても、どこまで理解してくれるか分からないけれど

も、分かりやすく書いて、こういうのができたんだよという、そういう認識

をしてほしいという趣旨で書いたものだと思います。特に子ども向けという

わけなくて、全員向けで子どもにも理解できるものだと思います。 

 ほかに、いかがですか。 

（秋 山 委 員） これは完成したら、保育園の場合は、保護者が読むので、保護者に配付す

ることが決められているのでしょうか。園に送ってきて保護者にお知らせを

する形なのか、それとも、保護者だけではなくて、江戸川区で働いている方

など、全員に配っていただくような形なのでしょうか。 

（事 務 局） この権利条例の内容をどのように伝えていくかということが大きなポイン

トになってくると思います。子どもたちに分かりやすい表現で、まだ検討中

の段階ですけれども、教育委員会で作成していただく副読本みたいなものに

入れられないかなというようなことも検討しております。 

 それから、大人向けには、これもまだ内部で調整中ですけれども、例えば、

お子さんが生まれたときに、いろいろな書類をお渡しします。必ずお子さん

が生まれたときに目を通すような冊子や資料の中に盛り込めないかというこ

とも考えております。 

 いずれにしても、作って終わりではなくて、作った後、どうやって区民の

方に伝えて御理解していただくかということが大変重要なポイントではない

かなと思っております。 

（秋 山 委 員） いつ頃になる予定なのでしょうか。 

（事 務 局） 11月20日から２週間、パブリック・コメントを予定しているところでござ

います。ホームページ及び郵送、何でも結構ですので、様々な御意見を出し

ていただきまして、そのことを素案に反映させて、案を作って、その後、議

会に提出という形を取っていきたいと思っております。議会には年明けの早

いうちと考えており、作業を進めているところでございます。 
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（笹井委員長） ほかにいかがでしょうか。 

（森 本 委 員） 第６条の３「すみやかな回復を支援することを目的として、区長と教育委

員会の下に子どもの権利が守られているかを確認する機関を設置します」と

ありますけれども、この「機関」というのはどのようなものを予定されてい

るのでしょうか。 

（事 務 局） この「機関」の趣旨といたしましては、子どもの権利を守るというもので

す。例えば、いじめだとか差別、そういったことで子どもの権利が侵害され

るようなこともあります。そういったときに子どもが気軽に相談、駆け込め

る機関とか窓口、そういったものは必要だと思っております。ただ、そこで

相談を受けるだけではなく、解決への道筋をつける、そういった専門スタッ

フも配置するようなことができないかということで、今、検討を進めており

ます。 

いろいろな方の人権を守らなくてはいけないということも考えていきます

と、今ある機関の中で、ある程度のことはカバーできていると思っておりま

すけれども、まだ足りない部分があるとも思っておりますので、そこを補い

ながら、検討させていただければと思っているところであります。 

（笹井委員長） ありがとうございます。ほかにいかがでしょうか。 

（茅 原 委 員） 第２条の１のただし書以下の、「これらの人と同じく権利を認めることが

ふさわしい人」というのは、具体的にどういう方を指すのでしょうか。 

（事 務 局） この条例で対象にしている年齢は、児童福祉法で定めた児童、18歳未満の

子どもが原則対象となります。ただ、高校３年生になりますと、３年生の途

中で18歳の誕生日を迎える方がおります。同じ高校３年生でも、誕生日を迎

えたからあなたは対象外というわけにはいきませんので、ここで想定してお

りますのは、高校３年生で誕生日を迎えて18歳にはなってしまったけれども、

必要があれば支援しますという意味でございます。 

（笹井委員長） それでは、時間の関係もございますので、この議題については、この程度

にさせていただきます。皆さんからいただいた御意見を例えばどういう人た

ちに周知して、どのように理解してもらうのかなど、これからの大きな行政

のテーマになると思いますので、我々自身も行政だけに任せていないで、い

ろいろな場面で条例に示されている方向に沿って協力していかなければなけ

ればいけないのかなと思います。 

 先ほど、パブリック・コメントという話がありましたけれども、多くの方

の御意見を聞いて、最終的考え方、基準、ルールというものを決めていって

いただければありがたいと思います。 

 それでは、続きまして、次の議題に移りたいと思います。 

 

（３）利用定員の設定について 

（笹井委員長） 次は、利用定員の設定ということであります。これについても事務局から
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御説明いただきたいと思います。 

（事 務 局） 既存園の利用定員の変更についてお話しさせていただきます。 

 資料２の「令和２年度既存園の利用定員の変更について」でございます。

瑞江保育園について、１歳を７名、２歳15名、３歳18名、４・５歳を38名、

合計で100名から78名に定員を変更するというものです。これは瑞江保育園

が令和６年３月末で廃園を予定しているために、それに伴いまして、段階的

に利用定員を縮小するために申出がありましたので、変更するというものに

なります。時期につきましては、令和２年11月から減少するということにな

ります。 

（笹井委員長） ありがとうございました。 

 これにつきましては、もし質問等がございましたら、いただければと思い

ますが、いかがですか。 

（異議なし） 

それでは、次の項に移りたいと思います。 

 

３ 報告事項 

（１）待機児童の現状について 

（笹井委員長） 報告事項の１番目は「待機児童の現状について」ということであります。

これにつきまして、事務局からお願いしたいと思います。 

（事 務 局） それでは、資料３を御覧ください。子育て世代の女性の方の職場進出の進

展に伴いまして、安心して仕事と育児を両立できる社会を目指しまして、保

育を必要とする方全員が保育施設等を利用できるように現在整備を進めてい

るところでございます。 

 現状で申しますと、就学前人口、これは学校に行く前の子どもたちの人数

ですけれども、令和２年度につきましては３万4,958人で、その前の年に比

べると837名減っております。しかしながら、認可保育園の申込者数の推移

は右肩上がりでして、ここ数年は横ばいが続いている状況でございます。 

 さらに、下の表を御覧ください。様々な保育施設の増設などを図ってきた

ところでございますけれども、令和２年度の江戸川区の待機児数は203名と

いうことでございます。残念ながら、都内でこの人数がトップ。全国で比べ

ましても７番目でございます。 

 それと、待機児のほとんどが０、１、２歳です。３歳以上の待機児はいま

せん。０歳が33名、１歳が114名、２歳が56名の待機児でございます。昨年

に比べて33人増えております。 

 ２ページを御覧ください。江戸川区、６地区ごとにどのような待機児童の

状況かということを見ていきますと、ほぼ万遍なく待機児はおるわけでござ

います。特に葛西管内については、203名の半数の101人に上っているところ

でございます。 
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 （２）に現在の保育施設ということで、定員等も示しておりますけれども、

認可保育園につきましては、区立保育園が33園、私立保育園が99園でござい

ます。認定こども園が３園、小規模型保育が14園、事業所内保育もございま

す。ここまでが認可内です。認可外といたしまして、認証保育所が16園、保

育ママが154、以上が江戸川区の保育施設の数でございます。 

３ページを御覧ください。先ほども申しましたように、保育施設について、

毎年増やしてきているところでございます。一番多く増やしたのは平成29年

から平成30年の17園、その次がプラス14園、令和元年から令和２年までは９

園、さらに来年の４月に向けて５園、新しい認可保育園等が整備されるとい

うことで進めております。それに伴いまして、受入れ数でございますけれど

も、来年４月には１万4,509人まで受入れが可能ということになってまいり

ます。様々な対策をここに書いておりますけれども、定員の弾力化というこ

とで、面積基準や保育士の配置基準を満たした上で、定員を超えて入所を可

能とするもので、可能な園については行わせていただいております。 

 また、私立幼稚園にも御協力いただきまして、長時間の預かり保育事業な

ども進めているところでございます。 

 ４ページを御覧ください。全国的に保育士が今、足りない状況が続いてお

ります。そのため、江戸川区で働く保育士の皆さんに対して処遇改善や資質

向上に向けた取組を行っているところであります。勤務５年ごとの節目に10

万円の報償金をお渡しするという制度も今年から始めました。保育士の場合

は、平均すると大体６割の方が４年程度で転職、あるいはお辞めになってし

まうというような数字が挙がっております。また、月額５万円の処遇改善が

ございます。 

 大きなところでは、家賃補助がございます。これは国等の補助も頂きなが

ら、月額８万2,000円の家賃補助を行っているところでございます。また、

キャリアアップ研修なども行っております。 

次に、ベビーシッターの利用支援で、保育園に申し込んだけれども入れな

かったという方には、利用料金の一部を都と区が負担しており、1時間当た

り150円でベビーシッターをお願いすることができる制度です。 

後ほどまたお話ししますけれども、長期育休支援制度も今年度から始めた

ところでございます。 

 （４）ですけれども、認証保育所の保育料の負担軽減ということで、認証

保育所につきましては、保育料と保護者が払える金額としての差が大きいた

め、できるだけ補助を手厚くすれば、認可保育園に入れなかった方も利用で

きるのではないかということで、検討を進めております。 

 小規模保育所につきましては、年齢が０・１・２歳で定員が19名でござい

ますが、国からは、面積等においては22名まで増やすことが可能になってお

りますので、その相談も受けております。 
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 ③、④につきましては、これはまだ少し時間がかかるところでございます

けれども、０・１・２歳だけの保育園を１園造りますと、３・４・５歳のと

ころも造らなくてはいけないので、そこは定員が埋まらないということも考

えられます。従いまして、０・１・２歳のみを増やせるような運営ができな

いかということで、相談させていただいているところでございます。ただし、

区立保育園では０歳保育は行っておりませんので、区立の分園は１・２歳と

いうことになります。私立保育園の中には０歳保育に取り組んでいただいて

いるところもございますので、０・１・２歳の分園設置を促進していきます。 

 次に、ピンク色のチラシ「全国初育休支援制度最長３歳の年度末まで」に

ついて御説明させていただきます。 

 制度そのもののお話をさせていただく前に、行政関係者や保育関係者の中

で、国の育休制度というのはまだまだ改善する余地があるというふうに考え

ている方が大変多いです。国の育休制度は、基本１歳の誕生日まで取れると

いうことになっております。ただ、保育園に入園できなかった場合に、２歳

の誕生日まで延長することができます。さらに、私ども江戸川区でもニーズ

調査で保護者にアンケートを取っても、できれば長く、０歳だけではなく、

２歳ぐらいまで子どもを手元で育てたいという声も大変多いです。もちろん

御自身のキャリアのために早めに職場復帰されるという方もおりますけれど

も、今の国の制度は選択肢が少々狭まっていると思っております。 

 そこで、江戸川区としては、区内企業のワーク・ライフ・バランスと、待

機児童の低減の二つの効果を狙って、区独自に、お子さんが３歳の年度末、

３月３１日まで育休を取った場合に保護者の方には国の育児休業給付金と同

水準の給料の半分程度を江戸川区が負担して保護者へお支払いします。ただ、

そうはいっても、会社の立場からすると、従業員が長期に休むということに

ついては、大変なところがあります。いろいろな企業の関係者の方からもお

話を伺って、従業員が育休を取れるだけでは駄目だと考えております。会社

に対しても、一つは、人材不足の時代ですので、求人広告費の50万円を最大

で補助させていただきます。それから、従業員が抜ければ代替職員が必要に

なります。それは派遣職員など、いろいろなケースがありますけれども、そ

ういった場合も年間で最大150万円まで区が会社に対して補助させていただ

きます。こういった会社に対しての補助と従業員の生活を補償するという意

味合いを含めて、このような制度を今年４月から立ち上げさせていただきま

した。おかげさまで問合せや申込みも来ております。この制度を使うには、

就業規則の改定がありますので、どんどん申込みが来るというものではござ

いませんけれども、実際に区内の私立幼稚園であったり介護事業所であった

り、いろいろな企業でも既に認定を受けて制度を御利用いただいております。 

 事務局からの説明は以上です。 

（笹井委員長） ありがとうございました。 
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 待機児童は非常に大きな問題ですけれども、どのように区として解消に向

けて取り組んでいくかという説明をいただいたところであります。 

 今の議題について、御質問等々ございましたら、いただければと思います。

いかがでしょうか。 

（秋 山 委 員） ４ページの「保育士確保策」の中で、③の家賃補助はまだ続きますか。は

っきり分かっているのはどこまででしょうか。東京都は今のところまだ何も

言ってきていないのでしょうか。 

（事 務 局） 国でもまだ予算は固まっておりませんが、厚生労働省として、財務省に対

して現状の８万2,000円の水準で予算要求をしております。ですので、その

予算が通れば、恐らく東京都も倣って、少なくとも来年はこの仕組みは継続

するのではないかと思っております。 

（秋 山 委 員） 既設の保育園でこれを利用しているところがほとんどなので、もしこれの

補助がなくなると、ますます職員の集まりが悪くなると思うのが現状なので、

ぜひお願いいたします。 

（笹井委員長） 待機児童の解消に向けて、ぜひ進めていただきたいという願いを込めて、

この件は終わらせていただきます。続きまして、報告事項の２番目になりま

すが、今年の４月に開設しました江戸川区の児童相談所の現状について御説

明をお願いしたいと思います。 

（児童相談所長） それでは、江戸川区児童相談所の現状について説明をさせていただきます。 

 江戸川区児童相談所は、江戸川区中央３丁目にございます。４階建ての建

物で、１階、２階が一時保護所、３階は児童福祉司、児童心理司等の事務室

及び相談室となっています。４階は児童心理司の判定室や相談室、及び体育

館という構造になっています。 

 １「相談所受付状況」を御覧ください。４月から９月までの６か月間の相

談受付状況です。虐待につきましては、1,101件お受けしていて、全体の相

談受付数は2,607件という状況です。それぞれ相談種別ごとに受付件数を挙

げさせていただいております。 

 相談受付件数の推移ですが、４月の受付件数は349件ですが、緊急事態宣

言が明け、小学校、中学校等の学校が始まったことの影響もあり、５月下旬

ぐらいから徐々に件数が増え、６・７月の相談件数が多くなっております。

そこから８月の夏休みに向けて少し下がり、以降は400件程度で横ばい状況

です。10月は、受付件数405件となっています。 

次に、２「虐待相談受付状況」についてです。種別ごとの受付では、心理

的虐待が６カ月で615件であり、全体の56％を占めています。次に身体的虐

待では、291件で26％、ネグレクトが189件で17％、性的虐待が６件で約１％

となっています。平均しますと１月当たり180件ぐらいの虐待通告を受け付

けている状況です。 

 ②の通告者別では、一番多いのが332件の警察からの通告です。この警察
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 からの通告の大多数は、「面前ＤＶケース」という、子どもの前で保護者

が夫婦げんかをする、ＤＶがある、そういう場合、子どもが心理的な虐待を

受けているということで、１１０番通報により臨場した警察署から今は漏れ

なく児童相談所へ児童通告がある状況です。 

そのほか、260件が近隣知人の方、いわゆる区民の方からの通告というこ

とになります。大多数が「泣き声通告」であり、「マンションの２階のあの

辺から泣き声が聞こえる」という内容の通告です。このような通告が260件

ということになっています。 

 ③は子どもの年齢別です。1,101件のうち、小学生以下の児童が、75％、

４分の３を占めています。 

 ④は虐待者別です。実母が589件で58％、実父が384件で35％という状況で

す。 

 次のページは、江戸川区児童相談所の基本理念でございます。平成28年度

の児童福祉法改正で、第１条「児童福祉の原理」のところで、「子どもの権

利条約の精神にのっとって」という文言が入りました。法改正もあり江戸川

区児童相談所の基本理念として、子どもが等しく持つ権利を保障して、基礎

的自治体である江戸川区のメリットを生かし、区民や関係機関の皆さんと協

力しながら、子どもの最善の利益を優先した相談援助活動を実施するという

のが基本理念となっています。 

 また、基本理念の実現に向けて、三つの一元化を掲げています。１番目の

「窓口対応の一元化」は、分かりやすい窓口の設置であり、江戸川区児童相

談所は「はあとポート」という愛称をもっていますので、電話番号も覚えや

すいように、５６７８－１８１０（いいハート）、という番号になっていま

す。 

 ２番目は、「指揮命令系統の一元化」です。これは虐待通告など、迅速に

対応しなければいけない相談について的確に対応していくということです。 

３番目は「支援、対応の一元化」です。江戸川区のメリットである地域力

や区のサービス施策等を活用した、いわゆる発生予防に力点を置き、江戸川

区の子どもは江戸川区で守るという信念をもって児童相談所を運営している

ところでございます。 

次は、３「相談の種類」です。養護相談というのは、養育者がいない、も

しくは養育者に養育させることが適当でない、そういう状態に陥った子ども

の相談ということになります。例えば、お父さん、お母さんが二人ともお亡

くなりになられて、子どもが一人残された、こういったときには養育者がな

いない相談であり、「養育困難相談」と言います。また、虐待相談は、養育

者がいても、その養育者に養育させることが適当でないという相談であり、

養護相談に含まれますが、「児童虐待相談」と言われています。そのほか、

迷子とか捨て子、こういった相談も養護相談に含まれます。 
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障害相談につきましては、発達障害、知的障害、肢体不自由など、様々な

障害をお持ちのお子様の相談をお受けしています。 

非行相談は、ぐ犯行為相談と触法行為相談がございます。ぐ犯相談につき

ましては、２歳から18歳までのお子さんの家出や深夜徘徊、飲酒、喫煙など

の相談で、このような状態にある子どもをそのまま放置していると、将来、

何らかの刑罰法令に触れる虞があるという相談です。触法行為相談は、何ら

かの刑罰法令に触れる罪を犯したお子さんということになりますが、これは

年齢の要件がございます。14歳以下のお子さんでそういう犯罪を起こしたお

子さんについては児童相談所が対応することになっています。 

 育成相談は、子どものしつけや性格行動などに関する相談で、落ち着きが

ないとか場面緘黙があるとか、子どもの行動についての相談でございます。 

 そのほか、里親の相談やいじめに関する相談等もお受けしているという状

況でございます。 

 次は、４「児童相談所の本来機能」ということで、①から④が児童相談所

の主な機能と言われています。 

まず相談機能というところでは、子どもに関する相談について、専門知識、

技術を必要とするものについて、専門的な角度から総合的に調査、診断、判

定をして援助方針を決める、この一連の流れが児童相談所の相談機能と言わ

れています。 

一時保護機能は、必要に応じて子どもを家庭から離して一時保護する機能

です。 

措置機能は、「措置」は、行政処分とも言い換えられますが、子どもまた

は保護者を児童福祉司、児童委員等に指導させる機能、児童福祉施設入所や

里親への委託、指定発達支援医療機関等に入所させるという、いわゆる措置

機能がございます。 

 民法上の権限については、児童相談所長が親権停止・喪失の請求、未成年

後見人の選任、管理権喪失の申立てなどの家事審判へ申し立てることができ

るということになっていますので、こういった権限等が児童相談所長に付与

されています。 

続いて、５－①「相談対応の流れ」を御覧ください。一般相談というのは、

先ほどの養護相談、障害相談、非行相談、育成相談などです。児童福祉司は

このような相談を受け付けますと、毎週水曜日に開かれている受理会議で相

談受理を決定し、調査をするという流れになります。ただし、虐待相談だけ

はスピード感が求められますので、通告を受けると受付票を作成して、小学

校、中学校、所属機関にそのお子さんの状況を情報収集します。そして、そ

の上で速やかに「緊急受理会議」を開き、その事案の緊急度、リスクなど判

断し、必要があれば、一時保護の実施を決定します。また、その後の調査方

針の検討、担当児童福祉司の決定など行います。その後、調査に入るわけで



 16 

すが、この中で一番大切なのが、国からの指導等もございますが、48時間以

内の子どもの安全確認になります。家庭訪問や学校で実際に子どもと会って、

子どもの安全確認ができれば、訪問や面接といった調査に入ります。ただし、

児童相談所が何度も訪問・電話しても会えない場合は、児童相談所の権限と

して、出頭要求、立入調査、最後には臨検・捜索という強制的な手段をとる

こともございます。立入調査等については、年５回か６回ぐらいはあろうか

と思いますが、臨検・捜索は年１回あるかないかぐらいの確率で出現します。 

 ５－②「相談対応の流れ」を御覧ください。調査を終えた後、どういう流

れになるかと申しますと、調査結果を基に、児童福祉司が社会診断をします。

児童心理司は、子どもと会って心理診断をします。また必要に応じて児童精

神科医に受診して作成する医学診断、一時保護したお子さんについては行動

診断、これらの診断から、子どもを多角的にアセスメントし、子どもに最適

な支援内容（援助指針）を決めます。援助指針を援助方針会議に提案し、最

終的に援助内容を決定するという流れで進んでいきます。 

 ただし、虐待相談については、援助方針を児童相談所が決定しても、親権

者等が不同意の場合もございます。こういう場合は、児童福祉審議会等に諮

問した上でしかるべき法的対応をするということになります。 

 ６「児相の採る援助の種類」を御覧ください。児童相談所の援助方針とい

うのは、表のように定まっています。先ほど援助方針を決めるとお話ししま

したが、記載されている方針のどれかに決定します。表以外の援助方針とい

うのはありません。 

まずは「措置によらないもの」では助言により状況改善があれば「助言指

導」、継続指導など記載の通りです。「措置によるもの」というのは、行政

処分でございます。内容は記載の通りです。行政処分ですので、保護者が行

政不服審査請求の対象になります。 

 次のページを御覧ください。一時保護所の状況でございます。一時保護の

目的と種類というのは、先ほどは児童相談所の機能の中の一つとして一時保

護機能があると申し上げましたけれども、児童福祉法33条の１項に「児童相

談所長が必要と認める場合、子どもの安全を迅速に確保し、適切に保護を図

るために、または子どもの心身の状況、その置かれている環境、その他の状

況を把握するために、子どもを一時保護することができる」と定められてお

ります。一時保護の種類は三つございます。虐待等、すぐに子どもの安全確

保を図らなければいけないものは「緊急保護」ということになります。２番

目に、子どもを一定期間調査することを目的とした「アセスメントのための

保護」がございます。３番目に、「短期入所指導」がございます。ただ、現

実的に、虐待件数は非常に多いということから鑑みますと、今、ほとんどが

①の「緊急保護」ということになっている状況です。 

 また、基本的に一時保護は、子どもや保護者の同意を得てから一時保護を
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行うことが望ましいのですが、多くのケースは、子どもをそのまま放置する

ことで子どもの福祉を害する場合が多く、虐待相談の増加により同意なく一

時保護することも多くなっています。 

 ２の「一時保護の期間」についてです。基本的に法律上２か月を超えては

ならないことになっています。しかし、児相長が必要と認める場合は引き続

き行うことができます。ただし、保護者が一時保護に同意していない場合は、

２か月を超えて引き続き一時保護を行う場合には、家庭裁判所の承認を得な

ければならないことになっています。 

 ３「江戸川区の一時保護所の特色」についてですが、江戸川区の一時保護

所は非常に先進的な一時保護所です。東京都内の中でも子どもの権利保障が

一番進んでいる一時保護所ではないかと自負しています。「生きる権利」、

「育つ権利」、「守られる権利」、「参加する権利」という四つの基本的な

権利を尊重しながら、保障した支援を提供しております。 

 ４「江戸川児相一時保護所の状況」についてです。右側のグラフは、４月

から９月までの月末日の状況となります。９月には35名定員の一時保護所

に33名入っているという状況で、そのほかにも都の児童相談所の一時保護所

や施設・病院等に一時保護委託しており、57人の江戸川区のお子さんが９月

末日には一時保護をされているという状況でございます。 

最後でございますけれども、児童相談所の課題としては、先ほど申し上げ

たとおり、虐待通告の件数が高い状況がコンスタントに続いています。その

ため、ケースに対応する児童福祉司・児童心理司が大変疲弊しておりますし、

一時保護職員も、深夜に警察が身柄通告といって、子どもをそのまま一時保

護所に連れてくるというケースも大変多く、大変な状況です。 

 施設入所中の子どもや在宅で支援しておる子どもへ手厚く支援したと思っ

ていても、なかなか手が回らないという状況があります。 

今後は、地域力や区の各部署の支援力など活用した、児童相談所の相談援

助の在り方を検討し、組織体制の再構築など多くの課題に丁寧に向き合って

いく必要性を感じているところです。以上で報告を終わります。 

（笹井委員長） どうもありがとうございました。 

 ただいまの御説明につきまして、何か御質問はございますか。 

 ４月に開設したばかりで、活動はこれからだと思いますけれども、区とし

て、先ほどの子どもの権利条例を作っているという話、それから、そういう

ものをどう進めていこうとか、あるいは先ほど所長からの説明もありました

けれども、非常に先進的な取組でいろいろな形で子どものケアをしていると

いうところがありましたけれども、非常に期待しているところであり、これ

からかと思いますが、御感想や御意見がありましたら、いただければと思い

ます。いかがでしょうか。 

（小 川 委 員） この半年間、東京都から離れて、これだけ児相を近く感じたことはこの10
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年で初めてです。今いる方たちが精一杯必死になってつながろうとしている

ことを感じ、たった半年で形になるとは率直に思っていませんでした。これ

からも頑張ってほしいなと思っています。今は江戸川区にいる里親たちも意

識が高くなってきているところです。それを地域の人たちが分かってくれて、

つながろうとしてくれたら、きっと早くに行政が何かをすることよりも何と

なくつながっていくものと感じます。元里子の中には江戸川区で手伝おうと

思うような子どもたちも増えています。私は、子どもたちに「もらったもの

は税金で返すんだよ」、それと、「過去には蓋をしなさい」と言って教えて

います。過去は代わってあげられないので何もできないけど、見る人が何か

つながっていられればと思うと、私は、江戸川区に児童相談所が設置された

ことを率直に感謝しています。皆様の声を拾って、みんながどんどん頑張っ

てくれたらいいかなと思うのがこの半年の感想でございます。皆様に御理解、

御協力いただければと思います。 

（笹井委員長） ほかによろしいでしょうか。 

 それでは、次の議題に移りたいと思います。 

 

（３）児童福祉審議会について 

（笹井委員長） 報告事項の３番目になります。児童福祉審議会についてであります。事務

局から御説明をお願いします。 

（事 務 局） 資料５－１と資料５－２を御覧ください。江戸川区の児童福祉審議会につ

いての資料でございます。 

 児童相談所を設置すると、法令に基づきまして、江戸川区として児童福祉

審議会を設置する必要が出てまいります。子ども・子育て応援会議とどう違

うのかということですけれども、今日開催している子ども・子育て応援会議

は子育てに関わる地域団体の代表の方、活動されている方に御出席いただい

て、地域力で子どもの育ちを支えていこうといった取組みで、議論を中心に

行っております。一方、この４月にできました児童福祉審議会ですけれども、

児童相談所行政を中心とした児童福祉の専門家、学識経験者から構成されて

おります。児童相談所などで起きた様々な事案について、専門的な御意見を

頂戴する場でございます。 

 児童福祉審議会は、資料５－１にありますように、三つの部会で成り立っ

ております。「子どもの権利擁護部会」、「児童福祉施設部会」、「里親部

会」の三つで定期的に活動しております。応援会議の関係で申し上げますと、

「児童福祉施設部会」では、児相の設置に伴いまして、認可保育所の認可権

限も東京都から区に下りてきております。区として保育所を認可するに当た

って御意見を頂戴しております。 

 なお、昨年まで小規模保育事業については、この子ども・子育て応援会議

で認可の答申をいただいておりましたけれども、児童福祉施設部会ができた
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ことで、保育所関係の認可についてはこちらの部会で集約させていただきま

したので、御承知おきいただければ幸いです。 

（笹井委員長） ありがとうございました。 

 もし御質問等がございましたら、いかがでしょうか。 

（異議なし） 

ありがとうございました。 

 では、予定された議題、報告事項は以上ですので、司会を事務局にお返し

いたします。よろしくお願いいたします。 

（事 務 局） 長時間にわたり御討議をいただき、ありがとうございます。 

 最後に事務連絡でございます。次回の応援会議についてですが、令和３年

２月頃の開催を予定しております。日程等については、委員長と御相談の上、

改めて御案内させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

４ 閉会 

（事 務 局） 以上をもちまして、令和２年度第１回江戸川区子ども・子育て応援会議を

閉会いたします。本日は御多用の中、誠にありがとうございました。 

 


